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第
27
回
函
館
市
都
市
景
観
賞
決
定

　

西
部
臨
港
通
沿
い
に
あ
る
明
治
42
年
に
建
て
ら
れ
た
伝
統
的
建
造
物
で
、
創

建
当
初
か
ら
外
観
が
大
き
く
改
変
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
29
年
に
復
原
が
行
わ

れ
た
。

　

伝
統
的
な
意
匠
が
軒
飾
り
周
辺
の
み
に
し
か
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
現

代
的
な
材
料
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら

も
修
理
基
準
に
則
し
て
丁
寧
に
造

り
こ
ま
れ
た
外
観
の
完
成
度
の
高

さ
は
、
補
助
金
を
活
用
し
た
歴
史

的
建
造
物
の
復
原
と
し
て
秀
逸
な

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

　

角
地
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
イ

ス
ト
ッ
プ
と
し
て
街
並
み
景
観
へ

の
貢
献
度
が
大
き
く
、
間
口
を
広

く
取
っ
た
表
通
り
に
は
駄
菓
子
屋

を
配
す
る
こ
と
で
親
し
み
や
す
さ

を
感
じ
さ
せ
る
一
方
、
飲
食
店
が

連
な
る
裏
通
り
に
は
バ
ー
を
配
す

る
こ
と
で
周
囲
の
夜
間
景
観
と
調

和
し
て
お
り
、
街
の
二
面
性
の
表

現
で
も
、
優
れ
た
都
市
景
観
の
形

成
に
寄
与
し
て
い
る
。

　

市
で
は
、
都
市
景
観
に
配
慮
し
た
優
れ
た
建
築
物
や
、
よ
り
良
い
景
観
づ
く

り
の
た
め
の
活
動
を
し
て
い
る
団
体
・
個
人
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、
次
の
建
築
物
1
件
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

お
問
合
せ　

ま
ち
づ
く
り
景
観
課　

☎
21
・
3
3
8
8

安心ボトル（救急医療情報キット）とは？
　本人の氏名・医療情報・緊急連絡先などを記入した情報
用紙を入れるボトルです。冷蔵庫に保管し、具合が悪くな
り救急車を呼んだときに、駆けつけた救急隊員が活用し、
救急活動に役立てます。
対象者 65歳以上でひとり暮らしの方、同居家族が不在が
　ちで緊急時に不安のある方など。
配布場所　高齢福祉課（市役所 2階）・各支所、地域包括
　支援センター
※　身分証明書（免許証・保険証等）をお持ちください。
　　代理の方でも申込み可能です。
安心ボトルをお持ちの方へ
　情報用紙は常に最新の情報を記載してください。
　差替え用紙は、上記の窓口で配布しているほか、市のＨ
Ｐからも印刷できます。
お問合せ　高齢福祉課　☎21-3021

箱
館
カ
ネ
サ
佐
々
木
邸

  

（
末
広
町
15
番
6
号
）

募集　原則、採用予定月の前月15日（同日が土・日・祝日
　の場合は直前の平日）に、函館公共職業安定所（ハロー
　ワーク）を通じて募集します。
※　令和 6年 4月 1日㈪から採用となる会計年度任用職員
　（一部の資格職を除く）については、 3月上旬頃に募集
　を開始します。
　　なお、特別な資格や業務経験が必要となる職種につい
　ては上記原則によらないため、募集状況は人事課ＨＰお
　よびハローワークの求人情報を随時ご確認ください。
応募　ハローワークで求人情報を確認のうえ、お申込みく
　ださい。応募多数の場合は、途中で募集を打ち切ること
　があります。
採用　ハローワークから紹介状が発行された方について、
　採用予定部局が面接を行い、採用者を決定します。
お問合せ　人事課　☎21-3667
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函館市低所得世帯臨時特別給付金

子育て世帯物価高騰対策給付金
　食費等の物価高騰に直面する子育て世帯に対する支援を行うため、以下のとおり給付金を支給します。
支給対象　令和 5年12月31日時点で函館市に住民登録がある方（令和 6年 1月 1日以降に出生した児童を養育している
　場合は出生日が基準）で、平成17年 4月 2日から令和 6年 4月 1日までに出生した児童を養育している方。（一定の
　障がいがある児童の場合は20歳未満も対象）
支給額　児童 1人あたり 2万円
申請方法　郵送で提出
※　申請不要での支給が見込まれる方には、 3月上旬に事前通知を発送します。それ以外の方は申請が必要です。
※　申請書の受付は 3月中旬より実施します。申請書は、子育て支援課、各支所で配付するほか、市ＨＰからダウンロ
　ードできます。
提出期限　令和 6年 7月 1日㈪必着
お問合せ　子育て世帯物価高騰対策給付金担当　☎21-3944　平日　午前 9時～午後 5時
　　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023122600031/

　低所得者支援および定額減税を補足する給付として、以下のとおり給付金を支給します。

※　住民税非課税世帯　令和 5年12月 1 日時点で函館市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和 5年度分の住民税均等
　割が非課税である世帯
※　住民税均等割のみ課税世帯　令和 5年12月 1日時点で函館市に住民登録があり、かつ令和 5年度分の住民税均等割
　のみ課税されている者で構成される世帯および令和 5年度分の住民税均等割のみ課税されている者と住民税均等割が
　非課税の者で構成される世帯

区分

支給対象世帯

支給額

申請方法

支給時期

提出期限

お問合せ

住民税均等割のみ課税世帯
10万円給付金 こども加算

住民税均等割のみ課税世帯

1世帯あたり10万円 児童 1人あたり 5万円

住民税非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯で、
18歳以下（平成17年 4月 2日生まれ以降）の児童がいる世帯

確認書（申請書）を受付後、 3週間程度で支給予定です。　　　　　　　　　　　　　　 
※　受付状況等により、支給が前後する場合があります。

令和 6年 5月31日（金）必着　
※　期限までに返送がない場合、本給付金の受給を辞退したものとみなします。

コールセンター　☎0120-606-638　平日　午前 9時～午後 5時
※　配偶者やその他親族からの暴力等を理由に函館市に避難している方で住民票を移すことができ
ない場合でも対象となる可能性がありますので、配偶者暴力相談支援センター（☎21-3010）に
　お問合せください。

支給対象と見込まれる世帯には、
令和 6年 3月中旬以降に確認書
（令和 5年 1月 2日以降に転入
した方がいる世帯には申請書）
を送付しますので、内容をご確
認のうえ、返送してください。

支給対象と見込まれる世帯には、令和 6年 3月中旬以降に「こ
ども加算確認書」を送付します。（住民税均等割のみ課税世帯
については、左記の10万円給付金の申請書類に同封します。）
【住民税非課税世帯の場合】
内容をご確認のうえ、世帯主氏名を記入し、返送してください。
【住民税均等割のみ課税世帯の場合】
内容をご確認のうえ、世帯主氏名を記入し、左記の10万円給付
金の申請書類と一緒に返送してください。

146323
HP

146323
HP

146323
HP

146323
HP

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2024011900010/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2023122600031/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2024021600016/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031600144/


市民農園の利用者と
体験農園の参加者を募集

「臨時的任用教職員」登録者等の募集

奨学金・育英金制度のご案内
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 亀尾ふれあいの里（米原町）
▷市民農園（専用使用）
募集区画・料金　若干数・ 1区画（25㎡） 5千円
期間 4 月20日㈯～11月10日㈰
▷体験農園（一連農業体験、年 3～ 4回参加）
体験作物（予定）　米・野菜等
料金　大人400円、小人（ 3歳～中学生）200円
※　市内在住・在学の小人は無料
お申込み 3 月 1日㈮～15日㈮Googleフォームの入力ま
　たは申込書の提出。（定員を超えた場合抽選）
お問合せ　亀尾ふれあいの里・管理者
　☎080-9008-3859（午前10時～午後 4時）
※　電話での申込みは不可

　小・中学校で勤務いただく臨時的任用教職員や支援員等
を募集しています。詳細は市のＨＰをご覧ください。
 臨時的任用教職員の登録
   小・中学校の教員免許状を取得または取得見込みの方で、
臨時的任用教職員として勤務を希望する方の登録を募集し
ています。
勤務先　市立の小・中学校
お申込み・問合せ　学校教育課　☎21-3555
 小学校外国語活動サポーターの登録
対象　英語を母国語とし授業の打ち合わせを日本語ででき
　る外国人の方または英語に堪能な日本人の方
お問合せ　教育指導課　☎21-3557
 特別支援教育支援員
対象　教員免許状の取得者および介護福祉士の資格取得者
　もしくはこれに準ずる方　
お問合せ　南北海道教育センター　☎57-8251
 部活動地域支援者
　中学校の各種部活動で、専門的な技術指導ができる方
活動先　市立の中学校
お問合せ　学校教育課　☎21-3555

 函館市奨学生　※書類審査あり
　経済的な理由により修学困難な学生・生徒に、奨学金を
無利子でお貸しします。
募集人員 8 人程度
受付期間 3 月 1日㈮～ 4 月 1日㈪

 函館市特別奨学生　※書類・面接・論文審査あり
　成績優秀な大学生・大学院生に育英金を支給します。
募集人員 2 人
受付期間 3 月11日㈪～21日㈭
支給額（年額） 24万円
※　函館市奨学生・函館市特別奨学生の申請書は市のＨＰ
　からダウンロードできるほか、希望者へ送付します。
お申込み　子ども企画課　☎21-3288
　　　　　東部 4支所の市民福祉課

 函館市母子寡婦福祉会奨学生
　母子家庭の大学生・高校生を対象に、 1年間奨学金を支
給します。なお、所得・成績などの制限があります。（定
員有）
申請書  3 月12日㈫～17日㈰の午前10時～午後 4時（最終
　日正午まで）に同会で手渡し。
支給額（年額）　大学12万円、高校 6万円
お問合せ　函館市母子寡婦福祉会　☎26-4560
　　　　　（若松町33番 6号　あいよる21内）

（一財）小笠原アカデミー教育振興財団奨学生
　経済的な理由により修学困難な学生・生徒に、奨学金を
無利子でお貸しします。
申込期間 4 月 1日㈪～ 5月31日㈮
申込方法　所定の用紙に記入し、必要書類を添付のうえ、
　在学する学校を通じて申込み。
お問合せ　同財団事務局　☎84-5396

※　詳しいことは各連絡先へお問合せいただくか、ＨＰを
　ご覧ください。
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住所異動届はお早めに

戸籍住民窓口待合状況閲覧システム

転入届・転出届などの
  　　　　　　臨時窓口を開設します

■取扱業務・お問合せ

　市役所本庁舎（戸籍住民課）および亀田支所の戸籍住民窓口における待ち人数および呼出番号を市のＨＰから確認で
きますのでご利用ください。
　https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020102300042/
▷本庁舎戸籍住民窓口呼出状況　　https://i-ban.com/hakodate/
▷亀田支所戸籍住民窓口呼出状況　https://i-ban.com/hakodate_kameda/
お問合せ　戸籍住民課　☎21-3176　亀田支所　☎45-5583

▷転入届＝他の市区町村から函館市に移ってきた日から14日以内
▷転出届＝函館市から他の市区町村へ移る前までに
▷転居届＝市内で引っ越しをしてから14日以内
3月18日㈪～ 4 月 5日㈮の期間は大変な混雑が予想されます。

　特に午前10時頃から午後 2時頃までは混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。　　
※　届出時は、窓口で本人確認書類（運転免許証や健康保険証など）のご提示をお願いします。また、カードに記載さ
　れた住所を届出の住所に修正しますので、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを所有している方はご持参くだ
　さい。
お問合せ　戸籍住民課　☎21-3173

■転出届はマイナポータルから
　マイナンバーカードを所有している方は
マイナポータルからオンラインでも転出の
届出が可能です。電子証明書が有効なマイ
ナンバーカードをお持ちの方で、日本国内
での引越しをする方が利用できます。
※　マイナポータルを通じて転出の届出を
　した後は、別途、転入先市区町村の窓口
　で転入届等の手続きが必要です。
　　なお、新しい住所にお住まいになった
　当日に転入手続きを行いたい場合は、日
　数に余裕をもって転出の届出をしてくだ
　さい。
　（転出処理には一定の時間が必要です。）
お問合せ　戸籍住民課　
　☎21-3173

　身分証明書や添付書類が必要な場合もあ
りますので、詳しいことは事前に担当課へ
お問合せください。

　市役所本庁舎の窓口を午後 7時まで時
間延長します。
（取扱業務は左表の●印です）

4 月 1日㈪～ 3日㈬は窓口の時間を延長

日時： 3月31日㈰・ 4月 7日㈰ 
　　　午前 8時45分～午後 5時半
場所：市役所本庁舎、亀田支所

＜戸籍住民課＞ ＜亀田支所＞

届けの受付 電話番号 担当課

異動の手続き 電話番号 担当課

証明書等の交付 電話番号 担当課

保険料の納付・相談 電話番号 担当課

住所異動届（転入・転出・転居届等）
印鑑登録申請
戸籍に関する届出（出生・婚姻・離婚等）
住居表示に関する届出【本庁舎のみ】
国民年金に関する手続き
（一部手続きできない業務あり）
国民健康保険に関する手続き
後期高齢者医療制度に関する手続き
（被保険者証等の交付を除く）

介護保険被保険者証（住所異動に伴うもの）
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
身体障害者手帳
医療助成（重度心身障害者）
医療助成（子ども・ひとり親家庭等）
児童手当・児童扶養手当

戸籍・住民票（広域交付を除く）・印鑑登録証明書
母子健康手帳・出稼労働者手帳
マイナンバーカードの交付等
転入学指定書（指定外学校への就学希望を除く）
特別永住者証明書【本庁舎のみ】
納付確認書
（国民健康保険・後期高齢者医療保険制度）
税務証明書（所得証明・納税証明など）

国民健康保険・後期高齢者医療保険制度【本庁舎のみ】

☎21-3173

☎21-3121

☎21-3159

☎21-3150

☎21-3184

☎21-3025
☎21-3264
☎21-3077
☎21-3264
☎21-3187
☎21-3181
☎21-3267

☎21-3168

☎21-3173

☎21-3154

☎21-3206

☎21-3153

戸籍住民課

国保年金課

高齢福祉課

障がい保健
福祉課

子育て支援課

戸籍住民課

国保年金課

税務室市民税担当

国保年金課

●

●

●

●

●

●

●

●

146323
HP

146323
HP

146323
HP

146323
HP

146323
HP

146323
HP

146323
HP

146323
HP

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020102300042/
https://www.kameo-fureainosato.com/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2019021800030/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014032000677/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2015092800016/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2020021800036/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2018062500145/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031000111/
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所
得
税
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贈

与
税
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書
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成

し
、
e

－

T
a
x
等
で

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

お
問
合
せ　

函
館
税
務
署

　
　
　
　
　

☎
31
・
3
1
7
1

　
　
　

納
税
に
は
便
利
な
口
座
振
替
・

自
動
払
込
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

納
税
通
知
書
、
預
金
通
帳
、
届

出
印
を
お
持
ち
の
う
え
、
口
座
を

お
持
ち
の
金
融
機
関
ま
た
は
市
役

所
・
各
支
所
の
窓
口
へ
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

　

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
の
「

自
動
払
込
」
に
つ
い
て
は
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行
・
郵
便
局
に
備
え
付
け

の
用
紙
が
あ
り
ま
す
の
で
、
直
接

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

お
問
合
せ　

税
務
室
納
税
担
当

　
　
　
　
　

☎
21
・
3
2
3
4

　

表
1
の
と
お
り
対
象
町
ご
と
に

来
場
日
を
指
定
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
申
告
ま
た
は
確
定
申
告
を

3
月
15
日
㈮
ま
で
に
終
え
な
い
と

き
は
、
5
〜
6
月
発
送
の
市
・
道

民
税
の
通
知
に
反
映
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

郵
送
で
の
申
告
に
ご
協
力

く
だ
さ
い

　

申
告
会
場
は
例
年
大
変
混
雑
し

ま
す
。

　

令
和
6
年
度
個
人
市
・
道
民
税

の
申
告
書
は
、
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
前
年
度

に
市
・
道
民
税
申
告
を
さ
れ
た
方

に
送
付
し
て
い
ま
す
の
で
、
郵
送

で
の
申
告
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

申
告
時
に
必
要
な
も
の

⑴
源
泉
徴
収
票
、
営
業
・
不
動
産

　

収
入
の
あ
る
方
は
収
支
内
訳
書

⑵
令
和
5
年
中
に
支
払
っ
た
国
民

　

健
康
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医

　

療
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険
料
、

　

介
護
保
険
料
の
支
払
額
の
わ
か

　

る
も
の
・
領
収
書

⑶
生
命
保
険
料
、
個
人
年
金
保
険

　

料
、
地
震
保
険
料
、
平
成
18
年

　

末
ま
で
に
締
結
し
た
長
期
損
害

　

保
険
料
の
控
除
証
明
書

⑷
障
害
者
手
帳
ま
た
は
市
が
発
行

　

す
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

　

書
⑸
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
、

　

医
療
費
の
領
収
書
と
次
の
4
点

　

を
記
載
し
た
明
細
書

　

①
受
診
者

　

②
病
院
・
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
等

　

③
医
療
費
の
区
分
（
内
容
）
ま

　

た
は
購
入
し
た
医
薬
品
の
名
称

　

④
支
払
っ
た
金
額
お
よ
び
補
て

　

ん
さ
れ
た
金
額

※　

明
細
書
は
事
前
に
作
成
し
て

　

く
だ
さ
い
。

※　

医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受

　

け
た
医
療
費
通
知
を
添
付
す
る

　

と
明
細
の
記
入
を
省
略
で
き
ま

　

す
。

※　

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　

税
制
の
適
用
を
申
告
さ
れ
る
方

　

は
、
健
康
の
保
持
増
進
お
よ
び

　

疾
病
の
予
防
へ
の
一
定
の
取
組

　

を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す

　

る
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

⑹
本
人
確
認
書
類

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
記
載
に
あ
た

　

り
、
次
の
①
〜
②
の
う
ち
い
ず

　

れ
か
の
方
法
で
申
告
者
の
本
人

　

確
認
を
し
ま
す
。

　

な
お
、
扶
養
親
族
や
事
業
専
従

者
に
つ
い
て
は
、
本
人
確
認
書
類

は
不
要
で
す
が
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

の
記
載
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

①
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　

②
通
知
カ
ー
ド
も
し
く
は
マ
イ

　

ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
住
民

　

票
の
写
し
（
た
だ
し
、
運
転
免

　

許
証
、
公
的
医
療
保
険
の
被
保

　

険
者
証
、
年
金
手
帳
等
の
い
ず

　

れ
か
一
つ
の
添
付
が
必
要
）

お
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合
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☎
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3
2
1
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※　

東
部
4
支
所
管
内
の
方
は
、

　

各
支
所
の
市
民
福
祉
課
へ
。

　

発
熱
等
体
調
に
不
安
が
あ
る
方

は
、
来
場
を
お
控
え
く
だ
さ
い
。

　

指
定
日
に
来
場
で
き
な
い
方
は
、

都
合
の
つ
く
日
程
で
来
場
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
申
告
会
場
へ
の
お
問
合

せ
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

函
館
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

申
告
書
は
自
分
で
作
成
し
て
、

早
め
の
提
出
を

　

令
和
5
年
分
の
所
得
税
及
び
復

興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
並

び
に
贈
与
税
の
申
告
書
の
提
出
期

限
は
3
月
15
日
㈮
、
消
費
税
及
び

地
方
消
費
税
（
個
人
事
業
者
）
の

確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
は
4
月

1
日
㈪
で
す
。

　

期
限
間
際
に
な
り
ま
す
と
、
確

定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し
ま
す
。

　

国
税
庁
Ｈ
Ｐ
で
は
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
な
ど
か
ら
、

個
人
市
・
道
民
税
の
申
告
受
付

月日 申告会場
対　象　町　名

市役所本庁舎
8階大会議室

市役所本庁舎
8階大会議室

亀田交流プラザ
1階講堂

亀田交流プラザ
1階講堂

市民会館
3階展示室

市民会館
3階展示室

日吉 2、上野

宮前、宇賀浦、乃木
中島

高盛、杉並

昭和 3、昭和 4

本通 3、本通 4、東山 1
桔梗 2
北美原 2、北美原 3
桔梗 1

本、五稜郭、柳

柏木、川原

高丘、滝沢、見晴、鈴蘭丘

西旭岡 1、西旭岡 2

千代台、日乃出、堀川

的場、時任、梁川

山の手 3

本通 1、本通 2

東山 2、東山 3、北美原 1

桔梗 3、桔梗 4、桔梗 5

松陰、人見、金堀

昭和、亀田港

鱒川、紅葉山、庵原
亀尾、米原、東畑、鉄山
蛾眉野、山の手 1
山の手 2

※ 3月15日(金)までは、本庁舎 2階市民税窓口での申告受付は行っておりません。

表 1　個人市・道民税申告会場一覧（ 3月分）

3 / 1 ㈮

3 / 4 ㈪

3 / 5 ㈫

3 / 6 ㈬

3 / 7 ㈭

3 / 8 ㈮

3 /11 ㈪

3 /12 ㈫

3 /13 ㈬

3 /14 ㈭

3 /15 ㈮

美原 4、昭和 1

上湯川、銅山、旭岡
西旭岡 3

美原 5、昭和 2

9 時半～11時45分 13時～15時半
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固定資産課税台帳等が
縦覧・閲覧できます

自転車乗用時はヘルメットを
着用しましょう

ご相談ください
バス運転手合同就職相談会

函館いのちのホットライン

　道南地域公共交通活性化協議会では、バス運転手の業務
に興味・関心のある方や就職・転職を検討されている方を
対象に、函館地区バス協会と共催で就職相談会を開催しま
す。当日は、バス会社 8社が個別ブースを設け、採用条件
や育成制度など各種相談を受け付けます。
　未経験の方や大型二種免許未取得の方もお気軽にご相談
ください。（相談無料・予約優先）
日時 3 月17日㈰　午前 9時～午後 3時
場所　渡島総合振興局
予約方法 3 月13日㈬までに渡島総合振興局ＨＰの参加申
　込みフォームまたは電話によりお申込みください。
※　詳しくは、同振興局ＨＰ（下記 2次元バーコード）を
　ご覧ください。
お問合せ　渡島総合振興局地域政策課　☎47-9431

 土地・家屋価格等縦覧帳簿
　納税者が、自分の土地・家屋の評価額と、他の物件の評
価額とを比較できます。
※　所有者名、税額は表示していません。
縦覧場所　税務室資産税担当（市役所 2階）
期間 4 月 1日㈪～30日㈫　午前 8時45分～午後 5時半
縦覧できる方　令和 6年度函館市固定資産税（土地・家屋）
　の納税者またはその関係者
持参するもの
　▷納税通知書または課税明細書
　▷本人確認書類（運転免許証等）
　▷代理申請の場合は、納税者の委任状（同居親族・納税
　　管理人は不要）
　▷納税者が法人の場合は、法人の印鑑（代表者印）また
　　は法人の委任状
 納税義務者本人の課税台帳（閲覧）
　自己所有物件の評価額等については、期間を問わず閲覧
が可能です。
閲覧場所　税務室資産税担当（市役所 2階）・東部 4支所
　市民福祉課
※　持参するものは縦覧に準じます。
お問合せ　税務室資産税担当　☎21-3229

　道路交通法の改正により令和 5年 4月 1日から、全ての
自転車利用者に乗車用ヘルメット着用が努力義務化されま
した。
　自転車事故の被害を軽減するために、自転車に乗るとき
は正しくヘルメットを着用しましょう。
　また、ヘルメットはＳＧマークなど安全性を示すマーク
のついたものを使いましょう。
お問合せ　交通安全課　☎21-3190

「人間関係や健康のことなど悩みがある」
「死にたいと考えることがある」
「誰かに話しを聞いて欲しい」
そのような時にはお電話ください。
相談支援経験のあるボランティアが電話相談に応じます。
開設日時　毎週月・水・金曜日　午後 5時半～ 8時半
※　年末年始（12/29～ 1 / 3 ）を除く。
相談ダイヤル　☎32-1548
※　回線が混み合い電話がつながりにくいことがあります。
　　ご了承ください。

146323
HP

146323
HP

146323
HP

146323
HP

https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2015062500106/
https://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/ts/tss/shinkansen/146763.html
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031300556/
https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/topics/kakutei/sakusei/index.htm
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　海外の大学・大学院で日本語を勉強する学生約30人が函
館を訪れます。お茶の間で国際交流ができるホストファミ
リーになってみませんか。平日は当センターで日本語を勉
強するため、共働きのご家庭でも平日の晩や週末など、お
互いの時間があるときに交流を楽しめます。
　日本語と日本文化の勉強が目的ですので、会話は日本語
で大丈夫です。はじめての方も大歓迎です！
受入期間 6 月 8日㈯～ 8月 4日㈰
申込締切 4 月末日
お問合せ　北海道国際交流センター 
　〒040-0054　元町14番 1号　☎22-0770　　22-0660
　　jj@hif.or.jp
　　https://www.hif.or.jp/

3 歳未満の子どもを育てている保護者の皆様へ
「こども誰でも通園制度（仮）」の試行的事業が始まります
　現在国で検討中の新しい子育て支援策「こども誰でも通園制度（仮）」の、全国的な試行的事業が始まります。
　市では、本格実施の際、皆様により良いサービスを提供できるよう、令和 6年度から市内 6か所程度の保育所等で試
行的事業を行います。
※　この事業は、市議会で令和 6年度予算が可決した場合に実施します。
制度の目的　保育所等に通っていない子どもを育てている家庭を対象に、月10時間までの時間で子どもの預かりを利用
　してもらうとともに、保育士等との懇談や保育見学を行い、保育の専門家による第三者的な意見や助言を家庭での子
　育てに活かしてもらうことで、全ての子どもに良質な成育環境を整備しようとするものです。
利用対象　認可保育所、幼稚園、認定こども園または企業主導型保育施設を利用していない 0歳 6か月～ 2歳までの子
　ども（市内に居住している方に限ります。）。
利用方法
（ 1）あらかじめ市で利用者登録を行います。この時点で利用日時が決まっていなくても構いません（利用したい事業
　　　所経由または郵送でも登録の申込みは可能です。）。
（ 2）利用したい日時が決まりましたら、利用したい事業所に連絡し、利用申込みをします。
（ 3）子どもをお預かりした後は、保育士等との懇談やアンケートへの協力をお願いします。
利用料　試行的事業の間（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日）は、無料です。
利用者登録の先行実施 3 月中旬～29日㈮に利用者登録の先行実施を行います。制度の利用を希望する場合は、
　子どもサービス課（☎21-3270）の窓口へお越しください。

■戸籍謄本等の広域交付
　本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証
明書を請求できるようになります。
▷請求できる方　本人、配偶者、父母・祖父母など（直系
　尊属）、子・孫など（直系卑属）の戸籍証明書等を請求
　できます。
▷持参するもの　窓口に来た方の本人確認のため、顔写真
　付きの身分証明書（運転免許証 ・マイナンバーカード・
　パスポートなど）。
※　コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除き
　ます。
※　一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
お問合せ　戸籍住民課　☎21-3168
■戸籍届出時の戸籍証明書等の添付省略
　本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合
でも、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となり
ます。　
お問合せ　戸籍住民課　☎21-3173

令和 6年 3月 1日から戸籍制度が
利用しやすくなります！
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